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決　算

　平成２３年度の決算状況をまとめましたのでお知らせしま
す。「森と琵琶湖を結ぶ　笑顔で暮らせる豊かな農村」を甲良
町新総合計画の将来像と定め、ゆとりやうるおいに満ちた心

豊かなくらし、健康で生きがいを持って元気に暮らせる地域社
会を実現するため、福祉・教育・農業振興などあらゆる施策の
推進を図りました。

議会費　　　　　　　　　　　　　　　　
　・町議会運営

総務費　　　　　　　　　　　　　　　　
　・むらづくり活動事業
　・交通安全施設整備事業　など

民生費　　　　　　　　　　　　　　　　
　・子育て支援事業
　・障害者自立支援事業
　・高齢者福祉推進事業
　・保健センター、温水プール運営事業 など

衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　
　・彦根愛知犬上広域行政組合負担事業
　・湖東広域衛生管理組合負担事業
　・母子保健対策事業
　・環境美化推進事業　など

労働費　　　　　　　　　　　　　　　　
　・産業労働対策事業

農林水産業費　　　　　　　　　　　　　
　・せせらぎの里こうら整備事業
　・住宅リフォーム、太陽光発電設備
　　設置補助金事業
　・農地水環境保全事業
　・地域農産物開発育成事業
　・パイプハウス購入補助事業
　・鳥獣害防止対策事業　など

商工費　　　　　　　　　　　　　　　　
　・商工および観光振興事業

土木費　　　　　　　　　　　　　　　　
　・町道新設改良事業
　・地籍調査事業
　・社会資本整備交付金事業　など

消防費　　　　　　　　　　　　　　　　
　・消防事務委託
　・緊急防災・減災事業
　・防火水槽設置事業　など

教育費　　　　　　　　　　　　　　　　
　・中学生海外派遣研修事業
　・ＡＬＴ（語学指導員）設置事業
　・小学校等外国語活動支援員設置事業
　・図書館運営事業
　・青少年支援活動活性化事業
　・西小学校エレベーター設置事業 など

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　
　・町債償還

諸支出金　　　　　　　　　　　　　　　
　・下水道会計繰出金　など

平成２３年度　　　決算を見る
 町の積立金・町債の現在高
■基金
・財政調整基金………
・減債基金…………………
・教育施設基金………………
・青少年育成基金…………
・ふるさと基金……………
・ふるさと応援基金…………
・福祉基金……………
・土地開発基金他……
・下水道維持管理基金 ……
・墓地公園基金………………
・介護保険基金………………………
・国保基金……………………
　　合　　計
※前年度より9,209万円の増額になりました。

■町債
・一般会計…………
・新築資金会計……………
・下水道会計………
・上水道会計………
　　合　　計
※前年度より３億3,960万円の減額になりました。

 平成23年度各特別会計・企業会計決算額
（　）内は対前年比
小数点第2位四捨五入

◆国民健康保険特別会計
　歳入……
　歳出……
◆下水道事業特別会計
　歳入
　歳出…

…

…

◆上水道事業会計
　収益的収入
　収益的支出  
　資本的収入  ……
　資本的支出  
※資本的収支の不足額は補填財源（当年度損益勘定
　留保資金）で補填しています。

◆住宅新築資金等貸付事業特別会計
　歳入………
　歳出………
◆土地取得造成事業特別会計
　歳入…………
　歳出…………
◆墓地公園事業特別会計
　歳入…………
　歳出…………
◆介護保険事業特別会計
　歳入……
　歳出……
◆後期高齢者医療事業特別会計
　歳入…………
　歳出…………

７億5,311万円
4,437万円
153万円

1,386万円
8,959万円
100万円

１億3,241万円
１億9,600万円
1,212万円
257万円

0円
209万円

12億4,865万円

35億2,779万円
8,139万円

46億2,041万円
11億6,974万円
93億9,933万円

９億5,177万円（5.1%減）
８億7,390万円（5.3%減）

３億8,426万円（16.0%減）
３億8,004万円（14.0%減）

１億6,467万円（5.5%減）
１億4,869万円（0.8%減）

334万円（49.3%減）
6,895万円（35.8%減）

4,637万円（10.5%減）
4,637万円（10.5%減）

335万円（83.1%増）
335万円（83.1%増）

104万円（82.0%減）
100万円（82.6%減）

６億7,822万円（2.8%増）
６億7,437万円（5.1%増）

5,140万円（0.1%増）
5,088万円（0.9%減）

町民一人当たり、一世帯当たりの町税負担額

税　　　目 一人当たり 一世帯当たり

町　民　税 53,399円

58,783円

6,027円

2,854円

121,054円

162,647円

179,046円

18,357円

8,693円

368,716円

固定資産税

町たばこ税

軽自動車税

合　　　計

※町民１人当たり、１世帯当たりの金額は、
　平成24年３月末人口（7,767人）・
　世帯数（2,550世帯）により算出。

 財政健全化判断比率の状況

甲良町 早期健全
化 基 準

実質赤字
比　　率 ― 15.00%

20.00%

25.00%

350.0%

11.8%

1.4%

連結実質
赤字比率 ―

実質公債
費 比 率
将来負担
比　　率
※実質赤字比率および連結実質
　赤字比率は、実質収支が黒字
　のため比率は出ません。

一般会計歳入決算額推移
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41億2,461万円

44億660万円

48億3,769万円

41億333万円

34億2,645万円

33億7,534万円

34億4,157万円

41億8,859万円

39億2,412万円

37億3,684万円

一般会計

歳 出
37億3,684万円37億3,684万円37億3,684万円

総務費
6億1,363万円
（16.4%）

衛生費衛生費
2億6,877万円2億6,877万円
（7.2%）（7.2%）

衛生費
2億6,877万円
（7.2%）

労働費  61万円（0.0%）

議会費
7,245万円（1.9%）

諸支出金

  

1億8,863万円
        （5.1%）

農林水産業費  1億5,486万円（4.1%）
商工費  3,784万円（1.0%）

土木費  
1億8,667万円（5.0%）

消防費
1億3,230万円（3.6%）

教育費
4億5,159万円
（12.1%）

公債費
4億6,081万円
（12.3％）

民生費
11億6,868万円
（31.3％）

一般会計

歳 入
38億4,576万円38億4,576万円38億4,576万円

自主財源 12億3,238万
円（
30.7％

）依
存
財
源
 29億

5,621万円（69.3％）

町税
9億4,023万円
（22.5%）

地方交付税
16億1,839万円
（41.4%）

国庫支出金
2億9,601万円（7.8%）

県支出金
2億5,324万円（6.5%）

その他
1億8,200万円（4.3%）

その他
3億1,211万円
         （7.9%）

繰入金
471万円
（0.3 %）

町債
2億3,907万円
         （9.3%）

地方譲与税
地方消費税交付金
地方特例交付金
自動車取得税交付金
交通安全対策交付金
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
諸収入

3,795万円
6,145万円
1,356万円
1,084万円
143万円
232万円
139万円
32万円

5,274万円

分担金・負担金
財産収入
使用料・手数料
繰越金
諸収入
寄付金

3,357万円
1,779万円
2,746万円

1億5,996万円
7,291万円
42万円



図書館 図書館に行こう

10月の催し物 図書館の行事は全て無料です。
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『盆まねき』　KFトミ 『チビ竜と魔法の実』　ＫＦトミ 『りゅうのぼうや』  Eミカン｜あか

『ほこらの神さま』  ＫＦトミ 『ぼくはオバケ医者の助手！』 ＫＦトミ

開館時間  平日 10:00～18:00 土日 10:00～17:00図書館　☎38ｰ8088  FAX 38ｰ8089

・・・休館日

子どもえいが会
『ガフールの伝説』

２7日（土）14：00～15:４０
名作映画会

『真田幸村の謀略』 

28日（日）14：00～15：50

　オータムコンサート
6日（土）14：00～　

おはなし会

１3日（土）11：00～11：30

誕生日 天使のほほえみ  1歳のおたんじょうびおめでとう!

平成２４年12月号『天使のほほえみ』への掲載希望（Ｈ２３年
１２月生のお子さん）の方は、１０月２４日（水）の「乳児の１０ヶ
月健診」時に写真をご持参ください。
写真の裏にお子さんの名前（ふりがな）、生年月日、住所をご
記入ください。
問合先　企画監理課　☎３８－５０６１
　　　　保健福祉センター（保健師）　☎３８－３３１４

北川　和真ちゃん
１０月１６日生 （尼子）

きた がわ かず ま

お盆になると、なっちゃんは笛吹山にいる
おじいちゃんの家に行きます。おじいちゃん
のあだ名は「ホラふき山のおじいちゃん」。
今年はどんな話を聞かせてくれるの？

勇平の拾った小さなほこらは、まるで魔法
のランプのように願い事をかなえてくれま
すが、いやなこともおこしてしまうので…。

『幽霊屋敷貸します』 ＫＦトミ
季子が今度引っ越すことになったのは、庭付
き一戸建ての豪華な洋館だった。こんな一
級品の家を、格安で借りられるなんて、つい
てる？。そう、ついてたんです、幽霊が！

ぼくは、世界でたった一人のオバケのお医
者さん「鬼灯京十郎先生」に助手として見
込まれてしまい…。

人間のパパとキツネのママ、そして両方
の血をひいた子どもたち。
そんな秘密をかかえた信田家の毎日
は…。

美しい満月の夜、竜のぼうやが生まれま
した。

秋にぴったりなロマンチックな
ギターの演奏をお楽しみ下さい！

ぴよぴよひよこのおはなし会
19日（金）11：00～11：30

0.1.2歳の赤ちゃんを対象にした
おはなし会です。お気軽にご参加ください！
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北川　和
１０月１６日生

ブルー
ベリー ブルーベリー摘み
　甲良養護学校から招待され、ブルーベリー摘みに出かけま
した。先生からブルーベリーの摘み方のお話をきいた後、み
んなで摘み取りをしました。大きくて甘いブルーベリーを給
食のデザートにしたり、おやつの時間にはヨーグルトあえにし
ていただきました。口の中がブルーベリー色に染まり、子ども
たちは大喜びでした。

　来月、11月10日（土）14：00から図書館において、富安陽子さんの講演会を開催します。
「シノダ！」シリーズ、「ホオズキ医院」シリーズなど不思議ワールド全開の楽しい作品を数多く書かれて
いる富安陽子さん。私たちに、不思議世界への入り方を教えてくれるかも…。
　ということで、今月は大人が読んでも楽しい富安作品を紹介します！
本を読んで富安ファンになって、是非来月の講演会においで下さい♪♪
　講演会の申し込みは 10 月 10 日（水）から。電話での申し込みも可です。

よう     ことみ   やす      

ほおずききょうじゅうろう

ココラちゃん登場スケジュール（10月予定分）ココココラ
ちゃん

※イベント上の都合により、登場時間が前後する場合や登場が中止になる
　場合があります。

日時：10月 20日（土）・21日（日）

場所：彦根市　夢京橋キャッスルロード

ゆるキャラまつり in 彦根
　～キグるミさみっと2012～に登場するよ！

見に来てね！
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子育て支援
センターほっと館

　　長寺地域総合センター　　３８―３１４８　　呉竹地域総合センター　　２５－１７３６
　　子育て支援センター　　　３８―８００３　

10月の身体計測は、
　　　　　　10月9日（火）です。
毎月計測して、子どもさんの
成長の目安にしてください。

【お問い合せ】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38ｰ8003

０才ベビーのすまいるタイム
●日　時　１０月１日（月）１０：３０～１１：３０
●場　所　子育て支援センター
●内　容　・ さんぽに出かけます
　　　　　・ おしゃべりティータイム
●対　象　０才のあかちゃんと保護者
　　　　　（または、保護者に代わる方）
●持ち物　お茶・おむつ・ミルク・タオル など

ぽかぽかタイム
●日　時　１０月２９日（月）９：３０～１２：００
●場　所　子育て支援センター
●内　容　・ 親子で楽しいパンつくり
　　　　　・ さんぽ
●対　象　保育センターに入園していないお子さん     
　　　　　と保護者。先着１５名（事前申込必要です）
●持ち物　参加費１００円
　　　　　お茶・おむつ・タオル・ぼうし など

ほっと館フェスタ
　　　　秋まつり

●日　時　１１月７日（水）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　 （受付　9:45）
●場　所　子育て支援センター
●持ち物　お茶・おむつ等
●対　象　甲良町在住の未就園児とその
　　　　　保護者（または保護者に代わる方）
●内　容　・おもしろサイエンス
　　　　　　 ～つくってあそぼう～
　　　　　・火事から守ってくれる
　　　　　　 消防自動車にふれてみよう　
　　　　　・思いっきり遊べるボールプール
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

10月の相談予定日
●子育て相談日　10月10日（水）・２6日（金）
　　　　　　　　９:００～１６:００
●教育相談は、随時受け付けています。
※ご相談内容は秘密を厳守しますので、ご安心ください。
　電話でも、直接来てくださっても、かまいません。

＊10月の身体計測のお知らせ＊

甲良町総合運動公園  
甲良町総合運動公園  
甲良町総合運動公園  
甲良町総合運動公園  
子育て支援センター  
子育て支援センター  

10:00～ 12:00 
10:00～ 12:00 
10:00～ 12:00 
10:00～ 12:00 
10:00～ 11:30 
10:00～ 11:30 

１２日 （金）
１２日 （金）
１２日 （金）
１２日 （金）
　３日 （水）
２４日 （水）

にこにこひろば
わいわいひろば
すくすくひろば
のびのびひろば
こあらくらぶ

かんがるーくらぶ

１才児
２.３才児
１才児

２.３才児
０才児
０才児

東 学 区

西 学 区

東西学区

親子ふれあい教室の参加申し込みは、随時、受け付けています。

《お問い合わせ先》

10月の親子ふれあい教室

10月のひろばのお知らせ

保　健
福祉課

　お待たせしました。いよいよかんがるーくらぶが始まります。  
　対象児は、平成23年10月１日～平成24年４月１日までに生まれた乳児です。
　（甲良町在住未就園児に限ります。）

かんがるーくらぶ　はじまります！

第1回目の教室は下記のとおりです。    　
　　１．日　時　10月24日（水）
　　　　　　　 　午前10時～11時30分   
　　２．場　所 　子育て支援センター   
　　３．持ち物 　水とう・タオル・おむつ等   　
　　４．参加費　480円   
   （対象となる子どもとその保護者の保険料）  
 

みんなで
いっしょに
あそびましょう

＊お申し込み、お問い合わせ先は
　子育て支援センターです。
　　　　　　　　　☎38-8003

　　がんを早期に発見する切り札は、がん検診です。
　　　　　　日常生活だけでは、がんの予防はできません。
　　　　今すぐに、がんを防げるのは、検診だけ。
　　子宮頸がんワクチンを受けていないから心配・・・という方、
　　2年に一度、子宮頸がん検診を受けるだけで、
　　　　　　　　　　　がんの予防に効果があります！

ところが、子宮頸がん検診を、
アメリカでは９割近い女性が
受けているのに対して、
　　　　　日本では２割程度！

これでは、がんによる
死亡を減らせません。
　　がんになっても、
がん検診で
　早期発見して、
完治させましょう！

《子宮頸がん・乳がん・骨密度検診》　　☆会場：保健福祉センター
検診日

１０月１９日（金）
１１月１０日（土）
１１月２７日（火）

子宮頸がん検診

乳がん検診

骨密度検診

集団検診の場合
（1000円）

医療機関受診の場合
（1700円）

＊75歳以上の方は無料 

1000円
＊75歳以上の方は無料

 

500円

受付時間

午後1時30分～３時
  
  

実施される検診
子宮頸がん・乳がん・骨密度検診

子宮頸がん・乳がん検診
   

アメリカ
９割近く
受診！

日本
２割程度

　☆ がん検診のお問い合わせ・お申し込みは、
　　　　　　　　　　甲良町保健福祉センター　保健師まで　☎ ３８－３３１４

　　　※子宮頸がん・乳がん検診は、一部の対象者に無料クーポン券が発行されています。

★20歳以上の女性が対象です　　　　　
★２年に１回の検診です（昨年受診された方は、
　今年は対象になりません）　　　　　
★定員　半日50名　　　　　　　　　　
★医療機関で受けることも出来ます（ご希望の方
　は、保健センターまでお申し込み下さい）　　

★40歳以上の女性が対象です　　　　　　
★２年に１回の検診です（昨年受診された方は、
　今年は対象になりません）　　　　　　
★定員　半日50名　　　　　　　　　　　
★医療機関で受けることも出来ます（ご希望の方
　は、保健センターまでお申し込み下さい）

★40・45・50・55・60・65・70歳の女性が
　対象です　　　　　　　　　　　　　　
★５年毎に受診できる検診です　　　　　　　　

対　象　者検　診　名 検診自己負担料

Ｈ24年度　女性がん検診

最終まで　残り 3回!!
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高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ子どもの食事　～野菜はなぜ必要？～ 高保　健
福祉課子ど保　健

福祉課

子どもは病気から身体を守り、成長するために、野菜の栄養が必要です。
体が大きく成長するということは、細胞分裂を繰り返し、細胞が増えていくということです。
朝・昼・夕食でしっかり野菜を食べて、ビタミンをとることが大切です。

　インフルエンザは、高齢者や慢性疾患患者では重症化しやすいため、以下の対象者で、インフルエンザ
予防接種費用助成を行います。詳しくは個別通知をご覧ください。

　保健福祉センターでは、献血バスでの献血を実施します。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

●細胞と細胞をつなぐ接着剤を作るときに必要
　硬くないと困る組織には特に必要

●免疫力を強める

●細胞が新しく入れ代わるときに必要
●粘膜を正常に保つ

●皮膚を正常に保ち、傷つきにくくする

●血液を作るときに必要
●正常な細胞分裂を助ける

　平成23年度3歳6ヶ月健診を受けた子どものうち、
朝食で野菜を全く食べていない子どもが約５９％もい
ることがわかりました。

甲良町の子どもは野菜を十分食べているのでしょうか？

　～朝食でも野菜を食べる工夫～
→夕飯の野菜のおかずを多めに作って朝食にプラス
→夕食を作るときに朝食用の野菜も洗ったり、
　切ったり準備しておく
→野菜の具たくさんお味噌汁を朝食にプラス
→プチトマトなど調理のいらない野菜をプラス

甲良町3歳児の朝食での野菜摂取の有無

なし

あり
59%

41%

消化吸収力を保つ
下痢を抑える

　　 
風邪を引き
にくくする　　　　　　　　

細胞

ビタミンC

ビタミンA

葉酸

【お問い合せ】　甲良町保健福祉センター保健福祉課　保健係　☎38-3314

全血献血へのご協力のお願い

日　時：10月29日（月）　　10時～12時半　　13時半～15時半　
　　　　　※時間はお一人15分程です。
　　　　　※申込みは不要です。実施時間内にお越しください。
場　所：甲良町保健福祉センター　正面玄関前
献血基準：  年齢 16～69歳の健康な方
　　　　　※健康な方ならば、献血による身体への影響はほとんどありません。
　　　　　※65歳～69歳までの方は、60歳～64歳までの間に献血経験のある方に限られます。
　　　　　 体重  男性 45Kg以上
　　　　　　　　女性 40Kg以上
献血にご協力いただいた方の糖尿病や肝機能検査などの血液検査の結果は、後日希望された
方に郵送します。

● 接種期間：10月1日（月）～12月28日（金）

● 接種対象者：①65歳以上の町民
　　　　    　  ②60歳～64歳で心臓・呼吸器・腎臓疾患で
　　　　　　　　身体障害者手帳1級を持つ町民

● 接種料金：1000円
　　　　　　※①②の対象者のうち、生活保護世帯の方は無料で接種することができます。
　　　　　　　個別通知に同封の費用助成確認書を医療機関に持参してください。

● 医療機関への持ち物：予診票（通知に同封しています）・保険証
　　　　　　※持ち物を持参していないと、受けられない場合がありますので、必ず医療機関
　　　　　　　へご持参ください。

● 接種方法：個別通知でご案内している委託医療機関で接種してください。
　　　　　　※医療機関によっては事前予約が必要となりますので、必ずご確認ください。

6月の献血には、50名の方にご協力していただきました。
ご協力ありがとうございました。

細
胞
を
作
る
と
き
に
必
要
！

広 報 2012 OCTOBER 10
8

広 報 2012 OCTOBER 10
9

風邪の予防に必要！



【お問い合せ】　甲良町保健福祉センター保健福祉課　保健係　☎38-3314

包括支援
センター

包括支援
センター

　筋力トレーニング教室では、加齢や腰痛・膝痛などの身体機能の低下や転倒による骨折
から引き起こされる要介護状態を予防するために、油圧式マシンを使った筋力アップ教室
を行っています。運動指導員が個別に指導をします。筋力・バランス・柔軟性・敏捷性の機能
向上が望めます。運動が初めての方でも安心してご参加ください。
　わかりやすく指導します。年齢は関係ありません。あなたにあった運動を指導します。

☆募集期間☆ 平成２４年１０月１日（月）～１０月１７日（水）
☆対 象 者☆ ・基本チェックリストの結果、「運動機能の低下がある」と
　　　　　　　判定されている方。
　　　　　　 ・６５歳以上の方で、体力の低下・運動不足を感じている方
☆開催日時☆ １１月 ２日（金）～平成２５年 ２月２２日（金）
　　　　　　 ・毎週 ：火曜日 ・ 金曜日 午後１時３０分～３時３０分
☆開催場所☆ 甲良町ライフサポートセンター ほっと館 はつらつルーム
☆参 加 費☆ ９，８００円（全期２８回分）
☆定　　員☆ １０名
　　　　　　※送迎の必要な方には、1回１００円で利用することができます。
　　　　　　　申込書に送迎希望の旨を、ご記入下さい。

「おひさま会」相談日のお知らせ☆
認知症や介護について、気軽に相談してみませんか。
認知症相談員・介護支援専門員が相談に応じます。
日　時：１０月 ９日（火） 午前１０時～１２時
場　所：保健福祉センター １階 研修室
申込先：地域包括支援センター（☎３８－５１６１）

◎

　 　

場 所

　・Ａグループ

▲

  １1日・２5日（木曜開催）１３：３０～１５：００
　・Ｂグループ

▲

  １2日・２6日（金曜開催）１０：００～１１：３０
：甲良町ライフサポートセンター　ほっと館　ほのぼの・ふれあいルーム

転倒予防教室

参加者募集しています！参加者募集しています！ 認知症ニュース認知症ニュース

 

≪10月開催予定日≫　10月の運動テーマは『腰痛改善・予防運動とウォーキング』です

お気軽に
ご利用
下さい。

◆認知症、２０３５年には２倍の４４５万人に 厚労省推計発表◆
　全国の認知症高齢者の人数は 20０５年の約２０５万人から、２０３５年には２．２倍
にあたる約４４５万人になる。（平成２４年８月２４日）

筋力トレーニング教室21期開催のお知らせ

　脳の活性化・認知症予防を目的とした「脳力塾」では、公開講座をおこないます。
　認知症や認知症予防について、学んでみませんか。たくさんの方のご参加をお待ちして
います！

・ テーマ：『認知症と認知症予防の生活習慣 パート２』
　　　　　　　講師：湖東地域リハビリ推進センター
　　　　　　　　　　　　　　　金子 明美 作業療法士

・日　時：１０月１８日（木）１３：３０～１５：００
・場　所：ライフサポートセンター ほっと館
・参加費：１００円

　先日、このような発表が厚労省からありました。認知症は「誰もがかかる病気」です。早めに相談・
受診することが大切です。
　認知症の治療には、①薬での治療、②回想療法・音楽療法など、③適切なケア（世話や配慮、
気配り）があります。
　認知症の方でも、残された能力はあります。本人の立場に立って、温かく見守り・声かけをして
あげてください。

　認知症の予防には、脳の血流を活発にすることが一番です。
　３０分以上の運動を週３回程度行うことが効果的であるとい
われています。基本的な予防は、生活習慣病の予防をすること
になります。
　認知症に関する相談は、地域包括支援センターへ･･･。

興奮しやすいといっ
た症状のある方など
に有効です。

飲み薬のような副作用が現れにくいです。薬を
飲むことを嫌がる方などの場合には、周囲の人
がこの薬を貼ってあげることで、薬の効果がで
ます。「貼る」ということで、スキンシップが図れ、
本人も安心されることが多いようです。

錠剤だけでなく、粉薬や液体、
ゼリーなどがあります。飲み続
けることで効果が現れます。
飲み忘れがないように注意す
ることが必要です。

脳力塾公開講座のお知らせ

認知症治療薬について

認知症の予防について

参加のお申込み・お問い合わせは、地域包括支援センター（☎38－5161）へ

最近は、様々な薬が開発されています。
その一部を紹介します。

飲 み 薬 貼 り 薬 漢 方 薬
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平成24年度  下水道排水設備工事責任技術者試験後期高齢者医療保険料について

「ジェネリック医薬品」をご存知ですか

平成水道課後期後  期
高  齢

　第3期（平成24年25年度）保険料を7月に皆様にお知らせしました。第２期に引き続き、第３期も引き
上げとなっています。第2期（平成22年23年度）から第3期の一人当たり平均上昇額は約5,600円で
す。
　保険料引き上げの背景には「一人当たりの医療費の増加」があります。そこで、滋賀県では医療費削減
のため、下記の取り組みを行っています

　☆重複・頻回受診者に対する訪問指導
　☆後発医薬品（ジェネリック医薬品）希望のカード配布
　☆後発医薬品（ジェネリック医薬品）利用差額通知の送付
　☆医療費通知の送付
　☆肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成･･･平成24年6月時点の甲良町の被接種者67名

　ジェネリック医薬品とは、これまで効き目や安全性が実証されてきたお薬（新薬）と国が同等と認めた、
低価格なお薬です。効き目は新薬と全く同じではなく、形や色、味などは異なる場合がありますが、効き目
や安全性について、国が同等と認めた医薬品です。ジェネリック医薬品を希望する時は「ジェネリック医薬
品お願いカード」を医師・薬剤師に提示し、ご相談ください。

肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成のお知らせ
　肺炎球菌ワクチンは、肺炎の中で最も多い原因である『肺炎球菌』を防ぐワクチンです。免疫効果は
接種後5年間有効といわれています。
　滋賀県では高齢者の皆様の健康の保持・増進を図るため、肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成
を実施しています。対象者は接種日において滋賀県後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で、医師が
接種の必要を認める方です。
肺炎球菌ワクチンに関する問い合わせ先　滋賀県後期高齢者医療広域連合　☎077-522-3013 【お問い合せ】　甲良町役場建設課　☎0749-38-5068     

1 　試　　験　　日　　平成25年２月14日（木） 午後
2　試　験　会　場　　立命館大学びわこ・くさつキャンパス     
     　(草津市野路東1-1-1) 
3 　申込書配布期間　　平成24年10月22日（月） から 平成24年11月９日（金）   
　　  及び受付期間　　午前９時～午後５時 （土・日・祝日を除く）
4 　申込書配布場所　　甲良町役場 水道課
　  　及び受付場所      
　　　　※問い合わせ先　甲良町役場水道課 下水道係　　Tel：0749-38-3581   
      　　 (財) 滋賀県建設技術センター   Tel：077-565-0216   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    HP：http://www.sct.or.jp/  

トイレの水洗化は３年以内に！
　　　　　　　　　　排水設備工事は町への申請が必要です

 
　　　　

トイ
　水道課

　水洗トイレへの改造など排水設備工事は、町への申請が必
要です。下水道条例で着工までに排水設備新設等計画確認申
請を町へ提出することになっていますので、指定工事店を通
じて申請してください。

【指定工事店とは】      
　下水道排水設備責任技術者試験に合格した技術者のいる
町に登録をしている工事店のことです。   
　現在、指定工事店は、町内47店、町外122店、合計169店
が登録されています。（ホームページ記載）   
　尚、町では低所得者に対し「甲良町排水設備新設補助金交
付要綱」を定め、要綱記載の対象者への支援を行っています。 
　詳しくは、甲良町ホームページ又は水道課へ御確認をお願
いします。       

自分の住まいを知ろう！
　　　　　　　　　　　　木造住宅耐震診断の募集

いします。 

自分
　建設課

　甲良町では、滋賀県木造住宅耐震診断派遣事業に伴い、随時耐震診断の受付をしています。  
　この木造住宅耐震診断派遣事業を希望される方々につきましては、次の要件をご確認の上、 申込み
をお願いします。また、診断費用については無料です。       

　対象木造住宅の要件           
　① 昭和56年５月31日以前に着工され、完成している。      
　② 延べ面積の１／２以上が住宅として使われている。      
　③ 階数が２階以下、延べ床面積が300㎡以下であること。      
　④ 枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法（プレハブ工法）でない。    

平成23年11月のジェネリック医薬品利用差額通知の送付効果

（8月と12月の医療費を比較）　　
　上記の表から、滋賀県下の医療費削減額を年間に換算すると 9,340万円と推計できる。

滋賀県
甲良町
豊郷町
多賀町

通知対象者（人）
15,376
120
76
130

ジェネリック変更者（人）
5,563
36
32
44

医療費削減額（円）  
7,785,165
76,547
32,531
47,281

年間の総医療費（10割）

滋賀県
甲良町

H20　   　
88,558,822,270
670,447,861

H21　　 　
103,113,337,353

729,559,305

H22　　　 
110,155,049,420

786,848,162

H23　　　  
114,936,082,420

830,178,091

字別戸数水洗化率 (％)

全 　 　 体
在 　 　 士
下  之  郷
尼 　 　 子
呉 　 　 竹
小  川  原
北 　 　 落
金 　 　 屋
正  楽  寺
池 　 　 寺
長  寺  東
長  寺  西
法  養  寺
横 　 　 関

63.0  
78.0  
82.6  
92.7  
58.2  
62.0  
81.6  
59.7  
94.4  
69.1  
70.4  
35.5  
80.8  
93.8  

　私たちの生活環境を改善し川やびわ湖がきれいになる
よう、下水道の水洗化にご協力をよろしくお願いします。

※平成24年9月1日現在
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年　金 国民年金保険料を納めましょう
　国民年金保険料の納め忘れはありませんか。
　平成２4年度の国民年金保険料額は、一ヶ月１4，980円です。納めた国民年金保険料は「社会保険料控除」と
して全額控除の対象となり、税金の負担が軽減されます。
　まだ納付がお済みでない方は、至急お近くの金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してください。
　保険料についてご不明な点がありましたら、お近くの年金事務所にお尋ねください。

　老齢基礎年金は、２０歳から６０歳になるまでの４０年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ること
ができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が４０年間に満たない場合は、６０歳から６５歳
になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。なお、老齢基礎年金を受
給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が原則として２５年以上必要となりますが、この
要件を満たしていない場合は、７０歳になるまで任意加入することができます（ただし、昭和４０年４月１日以前
に生まれた方に限られます）。
　また、海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。

ご存知ですか？国民年金の任意加入制度

　【お問い合せ】  彦根年金事務所  ☎0749-23-1114

　【お問い合せ】  クリーンライフ湖東（有限責任事業組合）　☎３５－５２０５　FAX：３５－５２０６

お知らせし尿収集カレンダー【平成24年11月】

※不定期でお申込みの方は、原則として不定期日での収集となります。
※集落名の後にある○印の数字は、お申込みいただいた収集回数を表しています。
　①は１ヶ月に１回、②は２ヶ月に１回、③は３ヶ月に１回でのお申込みを表し、「呉　竹①」とある場合は１ヶ月に１回で申込みいた
　だいた呉竹のお宅を収集させていただきます。
　なお、収集予定のない集落等については、翌月以降の収集となります。
※１月に２回でお申込みの場合は、原則１回目を同集落の月１回と同じ日に、２回目を１回目の１５日後（２～３日は前後します）に収
　集させていただきます。

２日（金）
５日（月）
６日（火）
７日（水）
９日（金）
１２日（月）
１３日（火）
１４日（水）
１６日（金）
１９日（月）
２０日（火）
２１日（水）
２６日（月）
２７日（火）
２８日（水）
３０日（金）

日（曜日） 午前／集落 午後／集落
呉　竹①
呉　竹①③

正楽寺①②・横　関②
小川原①・呉　竹①
小川原①・呉　竹①
尼　子①・呉　竹①
長寺西①・長寺東①
長寺西①・長寺東①
在　士①・下之郷①③

法養寺①②
北　落①②
金　屋①②

長寺西①②・長寺東①②
池　寺①②

長寺西②・長寺東②
尼　子③・呉　竹③

呉　竹①
呉　竹①③
不　定　期

小川原①・呉　竹①
小川原①・呉　竹①
尼　子①・呉　竹①
不　定　期

長寺西①・長寺東①
在　士①・下之郷①③

法養寺①②
不　定　期
金　屋①②

長寺西①②・長寺東①②
池　寺①②

長寺西②・長寺東②
尼　子③・呉　竹③

天ぷら油の特性
　現在市販されている天ぷら油はその温度が発
火点（約360℃～380℃）以上になれば、火種が
なくても発火して燃焼を始めます。
　一般に家庭で使用する油量程度の天ぷら油を
家庭用ガスこんろで加熱すると、約5分で揚げ物
に適した温度（約160℃～200℃）に達し、その
ままの状態で放置しておくと約10分ほどで異臭
とともに白煙が立ち始め、20～30分で発火点に
達し火がつきます。また、天ぷら油は天ぷらに使用
したり、鍋に揚げかす等がある場合に、それが灯
芯となるなどして200℃近くで発火するなど、加
熱し始めてから発火するまでの時間が短くなるこ
とがありますので、ちょっと目を離したすきに火災
になってしまうことも考えられます。

離れる時は火を消す
　天ぷら油火災の多くは、天ぷらを揚げていると
きに来客、電話、子供の世話などでこんろから離
れた時のようなちょっとした油断が原因で発生し
ています。
　このため、天ぷら油火災を防止するには、過熱
防止装置付こんろや住宅用消火器、住宅用自動
消火装置等を使用することが効果的ですが、いっ
たんこんろに火を付けたら、絶対にその場を離れ
ない、離れる必要があるときはこんろの火を消し
てから離れる習慣を付けることが重要です。

もしも天ぷら油火災が発生したら
　天ぷら油火災が発生した時、水で消火しようと
すると炎が爆発的に拡大し、周囲に油が飛散して

防　災 消防署だより

天ぷら油による火災の防止

■2012 年度全国統一防火標語／消すまでは　出ない行かない　離れない
犬上分署　☎38ｰ3130

大やけどを負ったりするなど大変危険です。あわ
てないで炎の状態を確認し、次のように行動して
ください。
１．天ぷら油火災が発生した場合は、消火器で消火
することが最も確実ですが、炎が小さい場合
は、こんろの火を止め、鍋の全面を覆うふたを
して空気を遮断することにより消火できること
もあります。ただし、すぐにふたをとると再び発
火するおそれがあるので、油温が十分下がるま
で待ちましょう。

２．炎が大きくなってしまったら、消火器で消火しま
しょう。最近は、住宅用に開発された小型で軽
量な住宅用消火器や、エアゾール式簡易消火
具など、容易に扱うことができるものがありま
すので、ご家庭の台所に備えておくと、万が一
火災が発生し
たときも安心
です。この場合
も、できる限り
速やかにこん
ろの火を止め
ることが必要
です。

　また、濡れたシーツ、バスタオル等で鍋を覆い、
空気を遮断することにより消火することもできま
す。この方法は、かぶせる時に炎でやけどをしたり、
あやまって鍋をひっくり返したり、鍋を覆うことが
できないこともありますので、十分注意して行う必
要があります。
　天ぷら油火災は、未然に防止できるように日頃
から心がけることが大切ですが、万が一火災が起
きた場合には、慌てず落ち着いて対処する必要が
あります。
　天ぷら油火災の危険性を十分認識し、消火器の
使い方などいざというときの行動力を身に付けて
おきましょう。

　天ぷら油による火災は、水をかけてしまうなど消火方法を誤ると、被害を一層拡大するおそれがあり
ますので、天ぷら油の特性及び危険性を十分理解しておく必要があります。
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お知らせ 古着回収のお知らせ
◎日　　時　平成24年１１月10日（土）
　　　　　　午前９時～午前11時30分　※小雨実施します。
　　　　　　（雨天の場合11月11日（日）に延期　時間は同じです）
　　　　　　※延期・中止の場合は防災無線で連絡いたします。

◎場　　所　甲良町公民館 前 駐車場

◎注意事項　必ず透明の袋に入れて下さい。　※町指定の燃えるゴミ袋でも可
○搬入時間帯により混雑する事があります。会場内の誘導ルールに従い交通安全に気を付けてください。

婚　活

お詫び
　先月９月号11ページ（教えて！ごみの出し方！！の陶器・ガラス・コップ等の食器編）で中山投棄
場への直接搬入は２ｔ車で可と書きましたが、２ｔ車では搬入できません。お詫びして訂正いたします。

回収された古着は、

海外でリサイクルされます。

服をやぶったり、ボタンを取ったり

しないでください。

燃えるごみの搬入量のデータ紹介

【お問い合わせ】　甲良町役場  住民課  生活環境係　☎ 38-5063

先月からお知らせしているごみの量は表のとおりでした。
ご家庭でも、ごみの減量に向けた取り組みを進めていきましょう。
またごみ減量のアイデアも募集しています。みなさんに紹介した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
いのでアイデアをお寄せ下さい。

ごみの量　
109.55t
107.50t
98.1％

平成23年度8月
平成24年度8月
前年同月比
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出せるもの
洋服・和服・カバン・セーター
Tシャツ・靴下・帽子・タオル
シーツ・毛布・カーテン

カバンや革ジャンなど再使用
できる革製品など

出せないもの  　
○布団・枕・座布団・ベッドマット
○じゅうたん・カーペット・マット類
○雑巾・スリッパ・ペット用毛布やタオル
○傘・雨具
○こたつの下敷き（キルトのものは不可）
　電気毛布
○手芸関係類・裁断くず類・ぬいぐるみ
○反物・会社の制服や作業服

　　　　　　　　　　　

甲良町のキャラクター
ココラちゃん



防　犯 駐在所だより

　滋賀県警察では、「県民の声110番」（短縮ダイヤル「♯9110」）で、犯罪等による被害の未然防止や、
安全と安心に関する相談を受け付けています。
◆電話番号
　「♯9110」又は「077-525-0110」
◆受付時間
　月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）の午前８時30分から午後５時15分まで
◆気を付けていただきたいこと
　・　事件、事故等の緊急電話は、「110番」、相談電話は「♯9110」にお願いします。
　・　「♯9110」は、携帯電話やPHSから利用できますが、ダイヤル回線の電話や一部のIP電話からの
　　利用はできません。そのような場合は、直接「077-525-0110」に電話をおかけ下さい。

お電話による相談を受け付けています。

　平成24年10月11日（木）から10月20日（土）までの10日間、「みんなでつくろう安心の街」をス
ローガンに、全国地域安全運動が展開されます。
　滋賀県の安全重点は、
　・　通学路等における子ども安全対策の強化
　・　住宅を対象とした侵入犯罪の防止
　・　自転車盗、万引きの防止
　・　振り込め詐欺の被害防止　です。

　この運動をきっかけに、それぞれの家庭、地域、職場において、犯罪や事故のない安全で安心して暮ら
せる滋賀について今一度考え、鍵かけ等の実践や、地域における自主的な安全活動に積極的に参加して
いただきますようお願いします。

全国地域安全運動

　全国地域安全運動の実施に合わせて、一人ひとりが安心して暮らせる社会づくりをめざして、次のとお
り、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり県民大会が開催されます。

～「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり県民大会～
　　　　◆開催日時　平成24年10月６日（土）　午後１時30分から午後４時まで
　　　　◆開催場所　長浜市立　浅井文化ホール（長浜市内保町）
　　　　◆内　　容　防犯功労者の表彰、アトラクションなど

「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり県民大会の開催

10月は土地月間
●低・未利用地の有効利用　●不動産流通の円滑化
●土地情報の利活用　●土地境界の明確化10月 1日は「土地の日」です

土地について理解を深める月間です。
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人　権

人権課 パートナー滋賀の強調週間

　「ふれあいのまち　差別のないまち」を
テーマに９月の同和問題啓発強調月間に
て、甲良町人権教育推進協議会の人権擁
護活動部会員と甲良町マスコットキャラク
ター「ココラちゃん」が２カ所に分かれて街
頭啓発を行いました。

　「ふれあい
テーマに９月

人人　人　人　人　人　人人人 権権権権権権権権権権人権課 ふれあいのまち 差別のないまち

甲良養護
学　校
甲良養護学校　第17回学習発表会

　県立甲良養護学校では、今年も恒例の『甲良養護学校学習発表会』を開催します。『学習発表会』では、
子どもたち一人ひとりが日頃の学習の成果を、皆さんの前で精一杯に披露します。特別支援学校に通う子
どもたちのステージ発表や作品展示などをご覧いただき、より多くの地域の皆さんと楽しい一時が過ごせ
るよう願っています。ぜひ、ご来校ください。

日　時　平成24年10月26日（金）、27日（土）　（予備日 10月30日（火））
場　所　滋賀県立甲良養護学校　体育館
日　程

問い合わせ先　滋賀県立甲良養護学校（犬上郡甲良町金屋1798）
　　　　　　　☎0749-38-4880（代表）　担当者：小学部　長谷川美代子

26日（金）
　9：45～  9：55　開会式
10：05～11：55　ステージ発表
　　　　　　　　　小学部、高等部2年・高１組
11：55～13：15　昼食・休憩
13：15～14：30　展示見学等

27日（土）
　9：40～  9：45　開会式
　9：50～12：00　ステージ発表
　　　　　　　　　中等部、高等部1年・3年
12：00～13：30　昼食・休憩
13：30～14：00　展示見学等
14：00～14：15　うたおう・おどろう
14：15～14：25　閉会式※当日の昼食は販売しておりませんのでご了承ください。

　10月14日から21日は男女共同参画社会づくりをめざす「パートナーしがの強調週間」です！
　今年のスローガンは「あなたがいる わたしがいる 未来がある」です。
　この週間を機に、家庭で、職場で、地域で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を築く一
歩を、あなたも踏み出してみませんか。

パートナーしがの強調週間　平成24年10月14日（日）～21日（日）

【お問い合せ】　滋賀県総合政策部男女共同参画課　担当：田野
　　　　　　　　☎077-528-3070　FAX　077-528-4807



プール
&
お風呂
温水プール・香良の湯カレンダー

＜営 業 日＞　年中無休
 （※12月31日～1月3日までは休み）
＜営業時間＞　午前９時～午後6時
＜電話番号＞　３８－２７４４

10月23日（火）１０時～１２時
保健福祉センター２階 相談室

場所　甲良町役場
日時　10月19日（金）
　　　午後1時～午後3時
◎相談内容　相続、遺言、他

　滋賀県行政書士会彦根支部では、
社会貢献及び行政書士制度広報の
目的から無料相談を実施します。
　お気軽にお越しください。

　水なれから始まり、クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライに加え個人メドレーが泳げ
るように指導します。年間を通じて水泳により病気にかかりにくい健康な体づくりと、子
供の限りない可能性を引き出すのを目標とします。　　

◎ 相談内容
①医療保険・年金　
②道路　③生活保護
④郵政  ⑤雇用など

※予約は数名なら入会可能なこともありますので、詳しくは下記のお問い合せ先までご連絡ください。

成人スイミング教室［中学生以上］
　運動不足やストレスの解消に体の中から健康づくりを応援します。泳げない方から泳ぎを磨きたい方までクラス別に指導します。
◎    
◎
曜日・時間
定 員

水曜日／午後1時30分～2時30分又は、土曜日／午後7時～8時
各教室30名
：
： ◎     受 講 料 4,400円：

ウキウキウォーキング［中学生以上］
　ヌードルという浮き棒を使って行う水中歩行です。水の特性「浮力」「水温」「水圧」「抵抗」を利用して運動します。
◎曜日・時間 金曜日／午後7時30分～8時30分： ◎  受講料 3,000円：◎  定 員 30名：

最低賃金改定のお知らせ
滋賀県最低賃金は、平成２４年１０月６日から、１時間７１６円となります。

　滋賀県最低賃金は、常用･パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適
用されます。最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果しています｡
（特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています）
　※ 最低賃金についてのお問い合わせ先　滋賀労働局　賃金室　℡（077）522－6654
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彦根労働基準監督署　℡（0749）22－0654

◎  受講料 4,000円：

新鮮で安心・安全な野菜・花・果物を
多数揃えています!!

放射線量
測　定 放射線量の測定について
　甲良町では、福島第一原子力発電所における事故を受け、町内における放射線量の測定を行って
います。これは、原子力災害が発生した場合に備えて、平常時の測定値を把握し、町民のみなさん
に安心していただくためのものです。毎月２回の測定結果を掲載します。
9 月の測定結果 ※μＳｖ/ｈ（マイクロシーベルト／時）

　測定の場所：甲良町役場庁舎前　地上から約１ｍ
　測定の方法：３回測定し、その平均値を測定結果とする
　測 定 機 器：環境放射線モニタ（PA-1000）

　　　　　　　〔測定範囲：0.001～ 9.999μSｖ/ｈ〕

測定日

　　９月３日（月）   

　９月18日（火）

測定時間

午前９時

午前９時

天候

曇

雨

放射線量　  

0.076μSｖ/ｈ

0.068μSｖ/ｈ

月 日（月

　９月18日（火

人  事
異  動

甲良町役場  平成24年9月1日付けで
　　　　　  人事異動がありましたのでお知らせします　

道の駅準備室長 (兼務 )
水道課参事
呉竹地域総合センター館長補佐
税務課主任
産業課主事 (道の駅準備室勤務 )
住民課主事

茶木　朝雄
北坂　　仁
山田　幸彦
山﨑志保美
寺川　雄輔
吉村　裕之

水道課長 (兼務 )課 長 級
　 〃 　
課長補佐級
主 任 級
主 事 級
　 〃 　

教室の受講料と印鑑を
ご持参の上、温水プール
受付まで。

《水泳教室受講手続き》

甲良町せせらぎ農産物直売所 行政相談日(第4火曜日） 無料相談実施

10月 お風呂・プール

11月 お風呂・プール
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10月ジュニアスイミング教室大募集! 土曜日大歓迎!!

◎水泳教室生徒募集中
ジュニアスイミング教室［4歳から小学生まで］

◎各教室とも月4回で、受講料は1ヶ月分です。
曜日・時間 対　象 定　員 募集人数

水曜日　午後5時～6時
水曜日　午後6時～7時
金曜日　午後5時～6時
金曜日　午後6時～7時
土曜日　午後3時～4時
土曜日　午後4時～5時
土曜日　午後5時～6時
土曜日　午後6時～7時

4歳～未就学児
小学5～6年生
小学1～2年生
小学3～4年生
4歳～未就学児
小学1～2年生
小学3～4年生
小学5～6年生

40名
40名
40名
40名
40名
40名
40名
40名

予　約
20名

定員オーバー
10名
10名
10名
10名
20名

【お問い合せ】温水プール・香良の湯　☎38－5155

利用案内　http://koura.izumi21.net/
お知らせ

～みんなで学ぼう  まちの宝～ 
湖東一受けたい授業2012

地域創造事業

　湖東地域内の歴史、伝統文化、自然などを学び、体験する授業形式の催しです。講義体験内容は、
一時間目　全体講座として参加者全員に上田洋平氏（滋賀県立大学　地域づくり教育研究センター
　研究員）による「お宝メガネを見つけよう」の講演。
　二時間目　四つの体験講座（・彦根ろうそく・麻織物・星の話・森林）の中から一つ講座を選ん
でいただき体験していただきます。卒業式では、参加者が思う地域資源の実を「まちの宝の木」に
実らせます。
　４つの体験授業は、事前申し込みが必要です。締め切り後に参加者登録通知書を届けます。申込
み多数の場合は抽選となります。

実施日時　2012年 10月 28日（日）
会　　場　豊郷小学校旧校舎群
募集人数　120名（各選択講座定員30名）
申込方法　申込用紙に必要事項記入のうえ電話（0749-22-7522）、FAX もしくはメール
　　　　　（info@hikonejc.or.jp）彦根青年会議所事務局に持参にて事前申し込み10月10日（水）
　　　　　必着。または定員に達した時点で締切り。
参 加 費　無料
問い合わせ先　公益社団法人　彦根青年会議所
　　　　　　　TEL　0749-22-7522（平日9：00～16：00）
　　　　　　　FAX　0749-22-9018
　　　　　　　H P　http://www.hikonejc.or.jp　E-mail  info@hikonejc.or.jp
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窓口業務時間の延長日は10月12日（金）・26日（金）
午後7時まで窓口業務を延長します。

受付業務 閉庁時間帯（休日／勤務時間外）

本人確認できるものをご持参ください。  例）免許証、パスポートなど

問合先　住民課 住民係　☎38ｰ5063　税務課　☎38ｰ 5064

①住民票　②戸籍（婚姻・出生・死亡など）
③印鑑登録・証明など　④所得証明
⑤評価証明　⑥納税証明　⑦各税金の納付

戸籍の届出のみ
※関連する手続きに、再度来ていただく
　場合がありますのでご了承ください。

N
o.399

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう!

広報こうらは再生紙を使用しています。

10月後半分 （会場：保健福祉センター）
〈健診・相談事業〉

事業の内容 実施日 受付時間 対象の方（児）

乳児健診４ヶ月
及びBCG予防接種 ２４日（水）１３：00～１３：10 Ｈ24年６月生まれの児

前回受けられていない児
母子手帳・質問票
BCG予診票

１歳６ヶ月健診 １６日(火) １3：００～１3：３０ 
H23年３月４月生まれの児
前回受けられていない児

母子手帳・質問票
ハブラシ・コップ

女性がん検診 １９日(金) １３：３０～１５：００ 
子宮がん：20歳以上
乳がん：40歳以上
骨粗しょう症：節目年齢

健康手帳
子宮：1000円
乳：1000円
骨：500円

乳児健診１０ヶ月 24日（水）１３：３０～１３：４５ Ｈ23年１２月生まれの児
前回受けられていない児

母子手帳・質問票
写真（広報への掲
載希望者）

持ち物

11月前半分 （会場：保健福祉センター）
〈健診・相談事業〉

事業の内容

女性がん検診

実施日

１０日（土）

受付時間

１３：３０～１５：００ 

対象の方（児）

子宮がん：20歳以上
乳がん：40歳以上　　　　　　　　

健康手帳
子宮：1000円
乳：1000円　　　

２歳６ヶ月健診 15日（木） 9:30～10:00 H22年３月４月生まれの児
前回受けられていない児

母子手帳・質問票
ハブラシ・コップ

子育て相談 １２日（月） 9:30～1１:00 子どもの健康、食生活、予防接種等に関する
相談を行います。 母子手帳

持ち物

2012年（平成24年）10月号
通巻第399号

問合先　保健福祉センター（保健師）　☎38ｰ3314／38ｰ5151

ひとのうごき 〈　〉内は前月との比較　Ｈ２４．9．１現在

男
女
合　計

世帯数

3,692
4,038
7,730

2,548

総　人　口 0～15歳未満 15歳以上～65歳未満 65歳以上

〈‒7〉
〈‒7〉
〈‒14〉

〈‒1〉

505
 
487
 
992
 

2,338
 
2,349
 
4,687
 

÷　　＝ 高齢化率　２６．53％
高齢化率とは65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。

849
 
1,202
 
2,051
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